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令和５年度 

学校いじめ防止基本方針 
柏市立田中小学校 

平成２６年３月策定 

令和元年７月改定 

令和２年８月改定 

令和５年８月改定 



1 

 

１．基本理念 

 

 

学校教育において，今現在，「いじめ問題」が生徒指導上の喫緊の課題となっています。また，近年の急

速な IT情報技術の発展により，インターネットを通じて行われる新たないじめ問題が生じ，いじめはます

ます複雑化，潜在化する様相をみせています。こうした中，すべての教職員がいじめという行為やいじめ

問題に取り組む基本姿勢について十分に理解し，組織的にいじめ問題に取り組むことが求められています。 

このため，本校では，平成２５年６月に策定された「いじめ防止対策推進法」を遵守するため，平成２４

年１０月に柏市教育委員会が作成した「いじめ問題対応の手引き」，「学校いじめ防止基本方針策定の手引

き」をもとに，「いじめ防止基本方針」をここに作成しました。いじめ早期発見の手だてやいじめが起きた

場合の対応の在り方等のポイントを具体的に示すとともに，いじめの未然防止，早期発見，早期対応につ

いての基本的な認識や考え方を加え，いじめの防止のための基本となる事項を定めました。 

この方針を，学級担任をはじめ教職員一人一人が熟読するとともに，学校内において校内研修を実施す

るなど積極的な活用を図ることで，すべての児童が健やかに夢や希望を持ちながら，生き生きと学校生活

を送ることができる環境を築いていけるものと考えます。 

 また，長期にわたるいじめは，児童の心身に大きな苦痛を与えるとともに，生涯にわたって深刻なダメ

ージを与え続けることが指摘されています。学校は隠蔽や虚偽の行為をせず，正確に丁寧な説明とともに，

いじめを早期に発見し，適切な指導により，一日も早く解決していくことが教育に携わる者一人一人に課

せられた責務と考え，いじめ問題の解決に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一

定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。                  「いじめ防止対策推進法第２条１項」 

いじめの定義 
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【いじめ問題対策委員会における基本的な取り組みの流れ】 

２．組織および組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ対策委員会 

＜構成員＞ （ 緊急対策会議への参加者を表記 ） 

校長・○教頭・教務・○生徒指導主任・○生徒指導部 

学年主任・担任・○養護教諭・

 （ ○印 … 日常的な定例会議への参加者を表す ） 

いじめ発生 

緊急対策会議 

 ＜調査・対応チーム＞ 

学年主任・担任・生徒指導部 

学年教職員等 

※ 事実確認のため，調査チームを編成することもある。 

※ 事案により，チームは柔軟に編成を行う。 

     
校長 

運営委員会 

職員会議 

学年会 
いじめ対策委員会（生徒指導部会等） 

関係諸機関 

関係団体等 

早期発見の 

取り組み 

児童生徒への 

指導・支援計画 
実 践 

指導・支援等に

ついての評価 

コーディネーター（生徒指導主任） 

（１）いじめ対策委員会を中心とした指導体制と取り組み 

（２）いじめ対策委員会組織 
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 実際の支援と指導 

    いじめられている子どもに対して 

 

 

      いじめている子どもに対して 

 

 

 

 

 
① いじめの情報のキャッチ 

・いじめが疑われる言動を目撃 

・生活ノートなどから気になる言葉を発見 

・子どもや保護者からの訴え 

・「いじめアンケート」から発見 

・相談ポストからの情報（毎朝，確認） 

担任が独

断で判断

しない 

報告・連絡・相談 

▲報告を受けた担任が陥りやすい傾向 

・自分の責任と思い詰め，自分だけで 

解決しようとする。 

・指導力が否定されたと感じる。 

・解決を焦る。 

初期対応チャート 

             報告 

    情報                               

担任 

教職員 保護者 

学年主任 

生徒指導主任 

 

管理職 

いじめと 

認知・判断 

対応チームの編成 

対策の検討 

事実関係の確認 

情報の共有化 

 
② 対応チームの編成 

校長，教頭，生徒指導主任，教務主任，学年主任，担任，養護教諭，部活担当 →スクールカウンセラー→外部機関（スーパー 

※事案に応じて柔軟に編成する。                              バイザー，児童生徒課） 

 
③ 対応方針の決定・役割分担 

ア. 情報の整理・・・いじめの態様，関係者，被害者，加害者，周囲の子どもの特徴 

イ. 対応方針・・・・・緊急度の確認，事情聴取や指導の際に留意すべきことを確認 

ウ. 役割分担・・・・・事情聴取担当（複数），全体への指導担当，保護者への対応担当，関係機関への対応担当 

 
④ 事実の究明と支援・指導 

発覚から３日目までに迅速に対応する。 

○時間帯，場所に配慮する。    ○秘密を厳守する。 

○複数の教員で対応にあたる。  ○安心して話せるように配慮する。 

○複数の教員で対応にあたる。  ○きっかけ，言い分をしっかりと聞く。 

指導 

加害者・被害者 

周囲の児童 

経過の観察 

報復等がないか。 

周囲への影響 

いじめ対応チームで検討・まとめ 

 

職員全体に報告・同じ事例の再発防止 

（３）いじめの発見から初期対応まで 
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・様々な個性や発達課題，国籍，家庭環境，性自認などの違いを認め，

尊重し合う共感的人間関係づくり 

・自己存在感を高め，仲間の良さを認めていくような日常生活の指導 

・自己指導能力の獲得を目指したわかる授業の推進 

※自己指導能力とは①「自己存在感を感受できる」②「共感的な人間関係がある」③「自己決定の場が

ある」④ 「安全・安心な風土の醸成がある」ことを言います。これは，多様な教育活動を通して，

児童生徒が主体的に挑 戦してみることや多様な他者と協働して創意工夫することの重要性等を実感

させること。 

 

・よりよい人間関係づくりのための価値や人間関係の重視 

・豊かな体験活動を通した道徳的価値の自覚を深める指導の充実 

・基本的な生活習慣の確立と規範意識等の基本的な倫理観の育成 

・教育活動全体を通した人権尊重教育の推進 

・人間関係形成能力の育成 

・自他を大切にする人権意識の高揚 

・情報が流通する媒体（メディア）を使いこなす能力       

・メディアの特性や利用方法を理解し，適切な手段で自分の考えを

他者に伝達する能力 

・メディアを流れる情報を取捨選択して活用する能力 

・基本的な生活習慣の確立 

・基本的な倫理観の育成 

・「いじめの定義」の共有 

・地域の教育力を生かした学習や活動の重視 

・地域の人材と協働した教育活動の推進 

開かれた学校 

３．いじめの未然防止について 

（１）児童への指導 

                 

 

 

 

 

  

                 

③道徳教育の充実       （思いやり等の道徳的実践力の育成を図る） 

       

 

 

 

 

 

 

（２）保護者への啓発活動 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域との連携 

               

                

 

 

（４）教職員の研修 

 

 

 

 

 

① 学級経営の充実 

・教職員一人一人の指導力向上のため 

・専門職として教育的力量を高めるため 

 

＜具体的には＞ 

・いじめの問題について共通課題を持つ。 

・教師一人一人が考えを出し合う。 

・解決に向けて具体的方策を導き出す。 

 

① 研修の目的 

② 道徳教育の充実 

③豊かな人間関係作

り実践プログラムの

推進 

① メディアリテラシー

を養う 

② 学校からの 

情報発信 

学校を核とした地域 

コミュニケーション 
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（５）児童会による自発的・自治的活動 

 

  ①いじめ防止推進月間の取り組み（１２月） 

    

 

 

 

    ②児童会の３本柱 

      思いやり運動 

       

      あいさつ運動 

 

      ごみない運動 

 

 

 

４月 
職員会議 

（各種年間計画検討） 
本校のいじめ防止基本方針の共通理解 

１２月 
いじめ防止月間 

（人権週間） 
人権尊重の観点からの研修 

各学期 校内支援会議 配慮を要する児童への支援方法検討 

随時 職員会議 
事例報告，情報交換 

指導方針等についての共通理解 

随時 若年研修 講義，授業実践・協議 

② 研修の内容 ・共通理解  本校のいじめ防止基本方針について 

・事例研究  本校で起きたいじめ事例への対応を検討 

・教育相談のスキル向上 

・いじめのない学級経営の在り方 

・自己指導能力の獲得を目指したわかる授業の展開 

・配慮を要する児童への理解と支援方針 

募金運動（緑の羽根・赤い羽根）

根） 

人権週間に合わせての標語募集 

 

 

③ 研修計画 

なかよし活動 

（ペア学年で学期に１回） 

敬老向けクリスマスカード作り 

（１１月） 

文房具を送ろう（１月） 
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４．いじめの早期発見について 

（１）児童の出すいじめのサイン 

   ①体調の変化 

・欠席，遅刻が多くなる・・・頭痛・腹痛・吐き気，微熱 

    ・保健室へ行く機会が多くなる・・・はっきりしない症状 

    ・自信のない態度・・・落ち着きがない，おどおどする様子 

   ②友人関係の悪化 

    ・今までとの交友関係が変化する。・・・遊びや普段の生活の中での気遣い 

                       携帯・スマホによるメール・LINEについて 

    ・孤立・・・グループ作りで最後まで残る 

   ③学級の雰囲気 

    ・周囲の様子の変化・・・失敗に対する目配せ，含み笑い，やじをする 

    ・ボス的存在を中心とした小集団化 

（２）早期発見の手立て 

①日常の観察・・・チェックリスト項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②会話・・・休み時間・給食・放課後等のさりげない話による情報収集 

③なかよしアンケートの実施・・・学期に１回実施（５年間保存） 

月に１回，簡単なアンケート 

④個人面談 

・児童・・・なかよしアンケート後に，学期に１回実施。周囲への配慮を行い，個別に面談する。 

・保護者・・情報収集を確実にする。 

⑤他の教職員，保護者，児童からの情報 

複数の目で確認 
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５．いじめの相談・通報について 

（１）いじめの問題についての外部との連携 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）警察・地域等の関係機関との連携 

 

学校だけで解決が困難な事案に関しては，警察，地域等の関係機関との連携が不可欠である。連携を図

るためには，管理職や生徒指導を中心に，日頃から学校や地域の状況についての情報交換などいわゆる「顔

の見える連携」が大切である。 

学校は地域の警察との連携を図るため，定期的にまた必要に応じて，相互協力する体制を整えておくこ

とが大切である。 

 学校でのいじめが暴力行為や恐喝など犯罪と認められる事案に関しては，早期に警察やサポートセンタ

ーに相談し，連携して対応することが必要である。児童の生命や身体の安全が脅かされる場合には，直ち

に通報する必要がある。   

いじめた生徒のおかれた背景に，保護者の愛情不足等の家庭の要因が考えられる場合には，児童生徒課

やサポートセンター，民生・児童委員等の協力を得ることも視野に入れて対応する必要もある。 

 

 

＜子どもが直接相談できる機関＞ 

〇２４時間子供 SOS ダイヤル 

０１２０－０－７８３１０ 

〇千葉いのちの電話 

０４３－２２７－３９００ 

〇柏市補導センターやまびこ電話 

０１２０－６６－３７４１ 

千葉県警少年センター 

＜関係諸機関＞ 

○柏市教育委員会児童生徒課 ０４－７１９１－７２１０ 

○教育支援室（教育相談，電話，面談相談）０４－７１３１－６６７１ 

○千葉県教育庁東葛飾教育事務所 ０４７－３６１－４１０３ 

○千葉県子どもと親のサポートセンター ０４３－２０７－６０２８ 

○柏警察生活安全課 ０４－７１４８－０１１０ 

○千葉県警東葛地区少年センター ０４－７１６２－７８６７ 

○柏市少年補導センター ０４－７１６４－７５７１ 

○柏市こども福祉課こども支援室家庭児童相談０４－７１６７－１４５８ 

発生 

子ども 

保護者 

学 校 

校内対策委員会（会議） 

連絡 

発覚 
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６．いじめを認知した場合の対応について 

（１）事実の把握方法 

①被害者本人に対して（聞き取る場合は，周りの環境に配慮する） 

  

  

 

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

②加害者に対して 

～基本対応～ 

 

  

 

  

  

※被害者と加害者の人数差・力関係が大きい場合は、被害者と加害者を対面させずに聞き取る。 

③保護者に対して  

 

  

 

（２）加害者が被害者および通達者に圧力をかけない防止対策 

加害者に対して誰から聞いたかは伝えず，いじめの事実確認を行い，加害者の気持ちを受容しながら

話を聞く。その上で，被害者の苦しみや不安を具体的に伝え，今後二度と同じことを繰り返さないよ

うに確実に指導する。 

 

（３）いじめの調査結果について 

加害者，被害者から調査したいじめの結果については，加害者，被害者の保護者に必ず連絡・通知を

行う。 

本人からの訴え 

担任の発見 

アンケートでの発見 

本人から聞き取り 

 

友達からの通報 

 

友達から聞き取り 

 

保護者からの訴え 

 

保護者から聞き取り 

 

担外の先生の発見 

 

担任 

 

相談ポストで発見 

 

担任 

 

外部機関での発見 

 

教頭 

生徒指導主任 

 

被害者本人への

事実関係の確認 

本人・加害者との事

実関係の擦り合わせ 

加害者の事実

関係の確認 

本人への対応 

加害者への指導 保護者への報告 

被害者と加害者で

事実確認 

保護者から訴えが

あった場合 

保護者への

報告・再確認 

緊急性あり 緊急性なし 

生徒指導主任 

 

相談したい先生 

 



9 

 

（４）インターネットを通じて行われるいじめへの対応 

①相手が特定可能な場合 

LINEなどの承認型のツール，知っている相手からのメール，書き込み，動画投稿サイトなど 

      ↓ 

事実関係の確認，保護者への連絡 

     ↓ 

・相手児童への確認（大抵の場合記録が残っている） 

・全体像の把握，担任間の連携 

・該当児童への指導，書き込んだ児童本人による内容の削除，保護者への協力依頼 

・情報ツールについての指導 

②匿名性が高く特定が困難な場合 

掲示板への書き込み（学校裏サイトなど），ツイッター，フェイスブック，メールなど 

       ↓ 

事実関係の確認，保護者への連絡 

       ↓ 

  ・書き込み内容の記録 

・誹謗中傷などの目に触れる書き込みの場合，被害を受けた 

児童または保護者から管理者に削除依頼 

・改善されない場合，警察・法務局・地方法務局等への協力依頼 

・全体像の把握，担任間の連携，学校全体でのモラル指導 

 

 

 

 

 

 

 

※予防，事後対応策 

・学年に応じた情報モラル教育 

   担任が実施するもの（年間計画参照），ITアドバイザーへの依頼，携帯電話会社などのキャリアが 

実施するもの，柏市少年補導センター主催のスマホ講習会（高学年向け） 

  ・保護者への啓蒙（PTAへの教室開催など） 

   児童への買い与えへの警鐘，トラブルの実例紹介，フィルタリングやペアレンタル機能，使用方   

法の家庭での約束 

  ・児童の利用状況の把握 

   携帯・スマホ・PC・ゲーム機などのネット端末の所持割合，使用時間，約束事の有無，フィル  

タリングの有無 

  ・学校への持込によるトラブルも考えられるので，所持可能な端末の一定のルールが必要 

いじめの認知

知 

事実確認・保護者と
の連携 

相手の特定が可能 

相手の特定が不可能 

公
開
さ
れ
て
い
る

情
報
の
削
除 管理者，警察，法務局

等への協力依頼 

当該児童への指導・家
庭への協力依頼 

ネットの特性と

して，動画や画像

の拡散が容易で

ある上に，匿名性

が高く削除は非

常に難しい。 

 

◆参考 インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内（法務省） 

https://www.moj.go.jp/content/001335343.pdf 
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７．いじめに関わった児童への対応について 

 「３本の柱」に沿い，いじめにかかわった児童の心身と関係性の修復および再発防止に努める。 

（１）被害者へのケア 

＜一次対応＞ 緊急対応 

 ①いじめの事実関係把握 

  ・「いつ・どこで・誰に・何をされたか」を具体的に記録し，時系列に整理する。 

  ・担任との関係等に配慮して，最も信頼を得ることができている教職員等が対応する。 

 ②安全確保と全面支援（心のケア） 

  ・「あなたを全面的に支援する，そして守り抜く」ということを伝える。 

  ・緊急性や深刻さを考慮する場合は，加配の先生の支援（つきそい・目配り）や緊急避難措置としての

別室登校（保健室または学習支援室）を促す。 

 ③関係者への報告・連絡・相談 

  ・聞き取りを時系列に整理した資料を用意し，校長・関係教職員・保護者に報告する。 

＜二次対応＞ 短期対応 

 ④支援体制の確立   

・校内のいじめ防止対策委員会を中心に，情報を共有化しながら支援体制を確立し，最も信頼を得る 

ことができている教職員等が担当者となって支援を行う。必要に応じて関連機関との連携を行う。 

＜三次対応＞ 長期対応 

 ⑤継続した対応 

・日常的な観察や定期的なアンケート調査などを行い，継続して十分な配慮を行う。 

（２）加害者の指導 

＜一次対応＞ 緊急対応 

 ①事実確認 

・「いつ，どこで，誰が，何をした」を具体的に確かめながら記録し，時系列に整理する。 

  ・いじめを行った児童が複数の場合は，複数の教師で個別に事実と経過を聴き取る。 

・いじめた児童が語った心情（不満感・不信感等）については，一方的に否定したり説諭したりせず，

丁寧に聴き取る。 

 ②関係者への報告・連絡・相談 

＜二次対応＞ 短期対応 

 ③指導方針の立案と共通理解 

  ・「冷やかし・からかい」への対応は，行為の理不尽さを理解させる。 

  ・「仲間はずれ・無視・もの隠し」への対応は，当事者の不満不信に耳を傾け受容の姿勢が必要である。 

  ・「脅し・たかり・暴力」への対応は，刑法にふれる犯罪行為であるとし，断じて許さない。指導に当

たっては児童相談所や警察等，関係機関に通報・相談し支援を要請する。 

＜三次対応＞ 長期対応 

 ④継続した対応 

  ・いじめを行う背景を見つめ、共感的人間関係づくりに努めると共に，所属意識や自己存在感が高ま

るような取り組みを継続して行う。 

＜３本の柱＞ 

１ 被害者へのケア 

２ 加害者への指導 

３ 保護者への対応 

 

 

＊事実確認と指導は，明確に区別する。指導しながらで

は，本人が萎縮して事実が明確にならない。 
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＜観衆や傍観者への指導＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保護者への対応 

被害者の親には・・・ 

 「わが子がいじめられてつらい思いをしている」 

 

   

   この事実を知った親の心情を十分理解して，学校側は誠意ある対応をする。 

 

    

   新しい事実が判明した場合は逐次報告を行う。学校の様子や家での様子についても情報交換し， 

   いじめられた児童の変容を把握するように努める。 

 

加害者の親には・・・ 

 ・事実関係 

 ・今後の学校，学級の対応       これらを，正確かつ丁寧に伝えることが大切。 

 ・指導の内容，方法 

                      

                          

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
実は，観衆や傍観者も 

いじめを助長してい

る！！  

観衆 

傍観者 

喜んでみている 周りではやしたてる 

見て見ぬふりをしている  

次のターゲットになるのを恐れている 

仲裁者 

  

 

関係集団の

指導も大切 

 

 

＊問題の発生＝困ったことではなく，子どもの成長の契機ととらえ，保護者との信頼関係を築き

ながら，協働して問題の解決に当たる。ただし，暴力や金銭強要を含む行為については，毅然と

した対応が必要。 

 ＜保護者への情報提供＞ 

○ 誠意ある対応 

○ 直接事実を伝える（電話は避ける） 

○ 一人で対応しない（複数同行） 

○ 何回かの情報交換 

○ わかりやすく，明確に（専門用語を羅列しない）    などに注意する。 

被害者 

いじめられている 

加害者 

いじめている 

積
極
的
支
持 

暗
黙
的
支
持 

やめさせ 

ようと 

している 
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８．重大事態への対処について 

 

（１）重大事態の意味 

①いじめにより児童等の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合 

②いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する（年間 30 日を目安とし，一定期間連続して欠席して

いる場合も含む）ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合 

③児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合 

（「いじめ防止対策推進法」より） 

 

 

 

 

 

 

 

これらにこだわることなく，児童生徒の個々の状況と保護者の要望を十分に把握して総合的に判断する。 

 

（２）重大事態への対処 

①重大事態が発生した旨を，柏市教育委員会児童生徒課に速やかに報告する。 

②教育委員会と協議の上，当該事案に対処する組織を設置する。 

③上記組織を中心として，事実関係を明確にするための調査を実施するとともに，関係諸機関との連携

を適切にとる。 

④上記調査結果については，いじめを受けた児童・保護者に対し，事実関係その他の必要な情報を適切

に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

発見者 

              

                                   

担任 

教職員 保護者 

学年主任 

いじめ対策 

委員会 

 

 

校 長 

重大事態

に該当す

るいじめと 

判断・認定 

対応チームの編成 

対策の検討 

事実関係の確認 

情報の共有化 

関連諸機関との連携 

情報 

報告・連絡・相談 

柏市教育委員会 

児童生徒課 

 

 

県教育委員会 

文部科学省 

市 長 

学校内及び教育委員会への報告・連絡 

【いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 文部科学省 平成２９年３月（抜粋）】 

①児童生徒が自殺を企画した場合・自殺を企画したが軽傷で済んだ。 

②心身に重大な被害を負った場合・暴行を受け，骨折した。・投げ飛ばされて脳震盪となった。 

③金品等に重大な被害を被った場合・複数の生徒から金品を強要され，総額１万円を渡した。 

④精神性の疾患を発症した場合・心的外傷後ストレス障害と診断された。 

⑤いじめにより転学等を余儀なくされた場合・欠席が続き(重大事態の目安である３０日には達していない）当該 

校へは復帰ができないと判断し，転学（退学等も含む）した。 
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９．公表，点検，評価等について 

 

（１）「田中小学校いじめ防止基本方針」は，田中小学校ホームページにより公開を行う。 

（２）年度ごとにいじめ問題への取り組みに対して，保護者・児童・職員等で評価を行う。評価は，学校評

価にいじめの内容を加えていくものとする。 

（３）評価を分析し，年度末に方針の見直しを行っていく。 

 


